
 

 

 

 

 

 

 
 

７月 16 日（火）19：45 より恒例

となりました「しおざわ夏祭り大花火大

会」が開催されました。 

当日は、雨が降り開催の可否について

のお問い合わせもたくさんいただきま

したが、皆様の天気祭りの成果により花

火打ち上げの時には雨も止みました。 

企業や団体の皆様、個人のメッセージ

花火、３３歳厄年、42 歳厄年、60 歳

還暦の皆さんの花火のほかに、今年は

70 歳古希の皆さんからも花火が打ち上

がるなど大変盛り上がりました。 

塩沢区民の皆様、還暦・厄年・古希の

皆様、また多くの企業や個人の皆様、地

域住民の皆様、ご協力いただき誠にあり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会 

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

https://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

塩沢商工会報

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

しおざわ夏祭り花火大会 夏の夜空を彩る 

 

↑←夏の夜空を明るく

照らしてくれた花火 

 

↓翌日の早朝より多く

の方から清掃活動にご

協力いただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.45％（R6．7．1現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 
※コロナの影響により借入枠の優遇があります。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

８月 10 日(土) 上田支部 魚のつかみ取り 

８月 25 日(日) 中之島支部 商工祭 

９月 １日(日) 軽トラ市 

９月 ３日(火) 観光部日帰り視察研修（東京方面） 

 
もうじきお盆です。地域のお祭りを開催するところも多いので

はないでしょうか。お祭りといえば、御神輿、出店、ステージイ

ベントなどなど。地域が一体となり、子供たちも地域の方々と接

することができる素晴らしい行事だと思います。 

私事ですが、昨年のお祭りのステージイベントよりママダンス

チームが結成され、ＳＮＳで「首振りダンス」が話題になったあ

のダンスを憧れのセーラー服で披露させて頂きました。約一か月

間の練習でしたが、本人たちにとっては大満足の仕上がりになり

ました。そして先日、今年のダンスミュージックが発表されまし

た。今年もキレッキレのカッコイイダンスです。今回はサラシを

巻くそうです。何を踊るのか気になるところですが、当日までの

お楽しみ…なので、悪しからずご了承ください。（小野塚） 

あ
と
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中小企業省力化投資補助金について 
 

この補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT、ロボット等の人手不足解

消に効果がある 汎用製品の導入事業費など経費の一部を、国が支援するものです。簡易で即効性があ

る省力化投資で、付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげてください。 
 

【公募要領 抜粋】 

・カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む

事業であって、事業計画に基づいて行われるものを補助対象とする。 

・省力化製品の設備投資における（１）製品本体価格、（２）導入に要する費

用（導入経費）の２つが補助対象経費となる。  

・なお、申請の具体的な手順に当たっては、ホームページにて開設する 受付

システムが稼働した後に案内される「申請の手引き」を参照すること。 

・中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。採択と同時に交付決

定が行われ、申請受付システムを通じてその通知を受ける。 

・交付決定日から原則１２か月以内を補助事業期間とする。この間に補助事

業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとする。 
 

詳しくは中小企業省力化投資補助金ホームページをご確認ください。https://shoryokuka.smrj.go.jp/ 

 

 

例えば、こんな設備が

対象となります。 

・清掃ロボット 

・検品仕分けシステム 

・券売機 

・自動精算機 

・自動チェックイン機 

・測量機 

・丁合機 

ホームページに対象

設備が載っています

ので 

ご確認ください。 


